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　働き方改革関連法（労働基準法等の改正を束ね

たもの）が６月末に成立し、来年４月以降、改正

された法律が順次施行されることとなります。

　今回の改正点については、

①残業時間の上限規制　②「勤務間インターバ

ル」制度の導入促進　③年５日間の年次有給休暇

取得の使用者への義務づけ　④月60時間超の残業

の割増賃金率の引き上げの中小企業への適用　⑤

労働時間の客観的把握の義務付け　⑥「フレック

スタイム制」の拡充　⑦「高度プロフェッショナ

ル制度」の創設　⑧産業医・産業保健機能の強化

が内容となっており、施行期日は2019年４月１日

（①について中小企業は2020年４月１日、④につ

いては2023年４月１日）とされています。医療機

関の場合、常時使用する労働者が100人以下の場

合が中小企業に該当します。

　残業時間の上限規制については、36協定を締結

することにより、法定労働時間を超えて労働でき

る時間の上限を法定事項として定めるものです。

原則月45時間、年360時間（特別条項の場合、年

720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間

未満）が上限とされています。医師については５

年間の適用猶予が設けられていますが、医師以外

の管理監督者を除く医療従事者には施行日以降適

用されることになります。法改正の趣旨を踏ま

え、残業時間が法定の上限を超えることのない業

務体制づくりを早急に進めていくことが重要で
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す。また、残業を行わせる場合は、人数に限ら

ず、必ず36協定を労基局に届け出る必要があるこ

とにも留意ください。

　「勤務間インターバル」制度の導入促進につい

ては、終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一

定時間以上の休息時間を確保する制度の導入を使

用者の努力義務とするものです。ヨーロッパの

EU加盟国では、11時間以上の休息の付与が義務

付けられています。

　有給休暇取得の使用者への義務づけについて

は、年５日の年次有給休暇の取得を使用者に義務

づけるものです。有給休暇の取得が５日に達して

いない労働者に対し、使用者が労働者の希望を踏

まえて時期を指定（強制付与）し、５日は取得す

るようにするものです。

　産業医・産業保健機能の強化については、産業

医の活動環境整備として、事業者から産業医への

情報提供の充実強化、産業医の活動と衛生委員会

との関係強化が図られ、労働者に対する健康相談

の体制整備等として、産業医等による労働者の健

康相談の強化、事業者による労働者の健康情報の

適切な取り扱いの推進が図られることとされてい

ます。

　来年４月の施行に向け細部の取扱い等も整理さ

れてくることになります。それらの情報の把握に

努めながら、法律の改正に対応した体制づくりを

進めていくことが肝要です。

『働き方改革と労働時間法制の見直し』

（今回の担当：医療労務管理アドバイザー　長谷川　誠　社会保険労務士）




